
　　90日フルサポートプラン
       　　個別法務顧問契約

１．お申込み内容をご確認ください。（費用は全て税込です。）

以下の内容が含まれます。

●　内容証明文書作成 ●　回答書作成

●　発送（到達）日指定 ●　警告文書作成

●　本人限定受取郵便 ●　契約書・和解合意書作成

●　職印の押印、当事務所名で差出発送 ●　相手方との事務代行

●　特定記録郵便送付 ●　公正証書案文作成

●　送料・郵便料金 ●　告訴状・被害届作成

●　電話相談付顧問契約　 ●　上申書・添付証拠資料

●　相談のみ

２．上記、フルサポートプランではなく、単独業務をご希望のお客様

ご希望の項目に㋹点 ご希望の項目に㋹点

□ ①内容証明文書作成 54,000円

□ ②発送（到達）日指定 9,720円

□ ⑩相手方との事務代行 37,800円

□ ⑪公証役場打合せ代理 43,200円

□ ④特定記録郵便送付 5,940円 □ ⑫告訴状作成 75,600円

□ ⑤送料・郵便料金 実費精算 □ ⑬上申書・添付証拠資料 32,400円

□ ⑥電話相談付顧問契約（1ヶ月） 12,960円 ⑭告訴代理人（同行）

□ ⑦回答書作成 21,600円 　※交通費別途実費精算

□ ⑧警告文書作成 21,600円 □ ⑮相談のみ(30分) 5,000円

単品合計 円

３．こちらのお申込書をＦＡＸして下さい。
お手続き費用合計

４．お手続き費用の合計金額を下記口座に「ご依頼者様名義」にてお振込み下さい。

■ お振込先
三井住友銀行　吉祥寺支店
普通預金　７４０４４９３　　口座名義　行政書士　大原法務事務所　大原秀人 　　　　　　　円

　　私は約款に同意し、上記の手続きを申込み、手続きに関する一切を委任します。

平成　　　　　　年　　　　月　　　　日

ご住所　　〒

㊞

≪内容証明についてのご注意≫

当事務所は、行政書士事務所であるため、直接の交渉代理、相手方との電話や書類の受取り代行などは承ることが出来ませんので

ご注意下さい。（弁護士法７２条）　また、約款の通りご入金後の返金は致しかねますのでご了承下さい。

慰謝料を請求するケースでは、業務終了後慰謝料が確約され増加利益があった時点で、増加利益×１５％の成功報酬を頂戴する

場合があり、事前にお知らせします。

行政書士　大原法務事務所

〒180-0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目２６番４号２Ｆ　　　　TEL　０４２２－３０－５１４１/FAX　０４２２－３１－１００５

行政書士　大原秀人　　　登録番号　第１２０８１７００号

54,000円□

権利主張文書作成申込み　兼　委任状
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⑨契約書・和解合意書作成

　 公正証書案文作成
59,400円

お名前 （自署）

③本人限定受取郵便
（②到着日指定と同時は不可）

□ 2,500円

□

　　　　　　　90日フルサポートプラン　１０８，０００円


